
 

 

  家畜衛生だより 

 

 新型コロナウイルス感染症については、現在国内の複数地域で発生し

ており、県内では２１例の感染確認事例が発表されています。（令和２

年３月 1２日現在）。 

 畜産農家の皆さんは、御自身や従業員等の健康管理及び衛生対策を徹

底してくださるようお願いいたします。 

 

 万が一、畜産関係者に新型コロナウイルスの感染が確認された場合に

は、速やかに所属組合等に連絡するとともに、保健所等の

指示に従い感染拡大を防止してください。 
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〇 換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に行くことを避け、手 

 洗い（手指の消毒）、咳エチケット、家屋も含めた定期的な換気、手で触れ 

 る場所の定期的な消毒等の感染防止対策を行いましょう。 

〇 作業前に体温等の確認を行うなど、健康管理に留意しましょう。 

〇 農場等への部外者の立入りを最小限にしましょう。 

 （飼養衛生管理基準でも守るべき項目です） 

 

 

新型コロナウイルス感染症への対応について 

裏面もご覧ください！ 
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